
 

 

                 

災害時要援護者支援に関する取組について 

 自治会・町内会をはじめとする地域の皆様には、日頃から災害時要援護者支援の取組にご理解・ご

協力をいただきありがとうございます。 

名簿の提供及び説明会（ご近助講座）について、ご案内させていただきます。 

1 災害時要援護者名簿の提供について 

令和４年度の災害時要援護者名簿について、お渡し方法及び提供時期を次のとおりお知らせしま

す。 

（１）名簿お渡し時期（郵送・書留）

令和５年１月下旬頃（予定）

（２）名簿お渡し方法について

協定締結済の自治会町内会長宛て書留にて郵送させていただきます。

（３）要援護者の居所を示した地図及び支援物品のご提供について

要援護者の居所を記した地図、要援護者の人数分の

支援物品※については、配付のご希望のあった団体に

別途、ご提供させていただきます。（3月中旬予定）

（４）旧名簿及び要援護者の居所を示した地図のご返却について

昨年度の区作成災害時要援護者名簿を受け取った自治会町内会は、旧名簿及び地図を回収いた

しますので、お手数ですが、２月頃の各地区連合会議の場で、地区担当職員にご返却いただくか、

区役所（４階福祉保健課窓口）までご持参いただきますよう、お願いします。 

２ 説明会（ご近助講座等）のご案内について 

災害時要援護者支援や防災についてご説明させていただくとともに、皆様からのご質問やご意見

を伺うため、地域ごとの出前講座（ご近助講座）を実施しています。 

あらかじめご希望のテーマ等をお伺いして資料等を準備し、町内会の会合などの機会をお借りし

て行います。是非、積極的なご活用をお願いいたします。 
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（１）ご近助講座の受講方法 

〇開催単位：自治会・町内会に限らず、防災関連で 

      活動するグループ単位で開催可能です。 

〇日程：希望する曜日・時間（土日、夜間もＯＫ！）  

〇内容：事前にご要望を伺いご希望の内容で実施します。 

     ⇒（例えば・・）  【ご近助講座の様子】 

・名簿は受け取ったけど具体的に何をすればいいの？ 

・他の地域で行われている取組を知りたい。・担い手が少ない中で取り組む工夫は？ 

・名簿の情報を支援者で共有するには？  

・災害に備えて、地域は何をどこまですればいいの？ 等々 

〇申込・問合せ：総務課防災担当（341-1225） 

 

（２）全体説明会・研修会について（ご報告） 

８月２日・５日には、名簿受領の手続、個人情報の取扱い、地域の取組事例の紹介（山王台自

治会様、南太田３丁目町内会様）を内容とする全体説明会を実施しました。 

また、10 月 13 日には、災害時要援護者支援の専門家である跡見学園女子大学の鍵屋先生によ

る研修会を開催しました。これらの会で延べ 59団体 100名にご参加いただきました。 

なお、研修会での鍵屋先生の資料については、ホームページにも掲載しています。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/minami/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/saigai- 

shien/120018.html 

 

 

 

 

 

 

 

   【全体説明会(８月２日：大岡地区センター)】    【研修会(10月 13日：区役所】 

 

３ アンケート結果について 

  ６月にご依頼しました災害時要援護者支援の取組みに関するアンケートについては、多くの自治 

 会・町内会の皆様にご協力をいただきありがとうございました。 

  現在、結果について取りまとめを行っておりますので、年度内にその結果をご報告させていただ 

 く予定です。  【アンケートに回答いただいた自治会町内会数 84団体】 

【問合せ先】災害時の自助・共助に関すること           総務課  341-1225 
      災害時要援護者名簿の送付・回収について      福祉保健課  341-1181 
      災害時要援護者名簿に関すること          高齢・障害支援課 341-1136 

【参考】災害時要援護者支援とは？ 
高齢者や障害のある方など、地震や風水害などの災害発生時に、自ら安否を伝えたり、安全な

場所に避難すること等が困難な方「災害時要援護者」について、災害発生時に安否確認・避難支
援が迅速に行われるよう、地域、行政、関係団体等が連携して、平常時から顔の見える関係づく
り、情報共有等の取組を進めていくものです。 

  南区役所では 自治会・町内会への要援護者の「名簿」や、要援護者の居所を記載した「地
図」等の提供など通じ、取組を進めています。 

  自治会・町内会では、以下の取組をできる範囲で取り組んでいただいています。 
  ・区の名簿の活用による要援護者の把握 ・民生委員と協力した訪問や見守り活動 
  ・自治会行事への参加による要援護者と地域住民との関係づくり・避難訓練の実施など・・。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/minami/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/saigai-

